
会 報

社団法人日本病理学会 平成20年（2008年）10月刊第249号

1. 技術講習会―分子病理学の基礎技術―8の受講者の

募集について

―病理を志すものが知っておくべき病理技術―

下記の要領で参加者を募集いたしています。会員諸氏に

はふるってご応募されますようにご案内いたします。

記

1.日 時:2008年11月19日（水）

第54回日本病理学会秋期特別総会前日13:00-17:20
 

2.場 所:松山市総合コミュニティセンター（第54回秋

期特別総会会場）

3.モデレーター:北川 昌伸（東京医科歯科大学・包括病

理学分野）

4.受講料:5,000円（ハンドアウト代含む）

5.応募，問い合わせ，参加決定:

（1） 受講希望者は，受講を希望する旨とともに，氏名，

所属，会員・非会員の区別，連絡先（住所，電話番

号，FAX番号，E-mail address等）を記載の上，

以下の応募先までお申し込みください。

応募先:社団法人日本病理学会事務局

TEL:03-5684-6886 FAX:03-5684-6936
 

E-mail:jsp-admin＠umin.ac.jp

内容の問い合せ先:北川昌伸（東京医科歯科大学・

包括病理学分野）

TEL:03-5803-5173 FAX:03-5803-0123
 

E-mail:masa.pth2＠tmd.ac.jp

（2） プログラムの詳細につきましては，日本病理学会

ホームページ（http://jsp.umin.ac.jp)をご参照くだ

さい。

2. 前立腺癌小線源療法後1年以内死亡時の対応マニュ

アルについて

標記のことにつき，日本放射線腫瘍学会，日本泌尿器科

学会，日本医学放射線学会，日本病理学会，日本アイソトー

プ協会医学・薬学部会放射線治療専門委員会にてマニュア

ルを作成いたしました。社団法人日本アイソトープ協会の

ホームページに掲載されておりますのでご参照ください。

URL:http://www.jrias.or.jp/index.cfm/6,10234,108,

145,html

以下，重要な部分を抜粋しました。

・小線源治療後1年以内に患者が死亡された場合の対応

患者が小線源治療後1年以内に死亡されたという情報・

連絡を家族または関係者（保証人等）より入手した場合，以

下のフローチャートに沿って確認および手配を行う。（参考

資料3）

剖検の前には再度，前立腺の摘出の必要性について家族

または関係者（保証人等）に説明し，必ず文書にて同意を

取る。

剖検は資格を持った病理医が行うことが原則であるが，

何らかの事情によりそれが困難な場合には前立腺摘除術に

習熟した泌尿器科医が行うことができる。その場合，全国

保健所長会の通知（全保第53号）に従い摘出施設管轄の保

健所長の許可を得る。（参考資料5）

上記手続きを経て，剖検にて前立腺を摘出し前立腺ごと

シード線源を取り出す。

前立腺癌小線源療法後1年以内死亡時の対応の主なフロー

チャート（参考資料3）

① 家族または関係者（保証人等）からの連絡

② 死因，死亡場所等の確認（自宅，病院名，所在地）

③ 異状死の該当有無確認

④ 家族または関係者（保証人等）の剖検の同意（最終

的に文書による同意が必要）

⑤ 他院で死亡の場合，当該病院での剖検の可否の確認

⑥ 剖検施設，剖検医師（病理医または泌尿器科医）の

決定

⑦ 泌尿器科医が剖検医となる場合，剖検施設の所轄保

健所長の許可

⑧ 遺体の搬入

⑨ 前立腺摘出

摘出後の剖検室のサーベイ

他院での摘出の場合は自院への摘出前立腺の搬送

摘出した前立腺の線源の保管廃棄
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・泌尿器科医が剖検医となる場合の保健所長の許可につ

いて

死体の解剖を行うにあたって「死体解剖保存法」があり，

同法第2条第1項の「あらかじめ，解剖をしようとする地

の保健所長の許可を受けなければならない」また，同条第

2項で「保健所長は公衆衛生の向上又は医学の教育若しく

は研究のため特に必要があると認められる場合でなければ

許可を与えてはならない」としている。（参考資料4）

全国（518保健所）すべての保健所長で組織される全国保

健所長会は平成19年9月14日付け全保第53号の通知に

て「前立腺癌患者へ福音と放射性物質の拡散防止に寄与す

ることを目的に，解剖の妥当性や解剖する医師（泌尿器科

医等）の適格性等を判断した上で，迅速に解剖の許可する

よう」にとの通知を行なった。（参考資料5）

原則として病理医が解剖を実施するが，都合により対応

が間に合わない場合は以下の手順に従って，泌尿器科医が

剖検を実施できるよう手続きを行う必要がある。

剖検の許可を申し出る泌尿器科医は泌尿器科医としての

病理解剖を熟知し，前立腺摘除術の一定症例以上（10例以

上が望ましい）の経験を持つことが必要である。また，遺

体に対する尊厳，礼儀など死体解剖にかかわる心得を持っ

ておく必要がある。

この許可を得るための申請は各都道府県の様式に沿って

行うが，解剖履歴に関する記載欄には前立腺摘除術の経験

症例数を記載することで申請することができる。（参考資料

6）なお，遠距離，離島など，家族の意向により自院での解

剖が出来ない場合や，他院での解剖の了解が得られず自院

への搬送もできない場合，解剖を実施する施設について当

該地区の保健所長と相談の上決定する。

その他以下の点に留意する。

泌尿器科医が解剖を行う場合の注意：

・医師，病院からの保健所長への連絡，相談は土・日・

祝日も含めて24時間できる体制にある。

・解剖が必要になった場合，まず管轄の保健所長へ電

話・FAXにより必ず事前連絡をすること。状況によっ

ては書類の提出が後日でも構わない。

・死体解剖許可申請は各都道府県の細則により異なる

為，様式は可能な限り事前に確認しておくこと。

・申請書の履歴詳細欄で剖検数，経験年数を記載するこ

とになっているが，泌尿器科医はそれまでの前立腺摘

除術の実施症例数を記載する。

・自施設以外で剖検実施の際は場所の選定について，家

族の意向を十分に確認することとし問題が起きないよ

うにすること。

・公衆衛生上の観点から本件は適切なものであるとして

「平成19年9月14日付全国保健所長会会長通知」（参

考資料5）が出ている。万一，本件の申請時に許可がス

ムーズに得られない場合は本通知が出ていることを説

明すること。また，関係者は十分に本情報を説明でき

るよう周知しておくこと。

ホームページタイトル

「前立腺癌治療の放射線照射器具を永久的に挿入され

た患者の解剖許可申請についての取り扱いについて」

アドレス

http://www.phcd.jp/osirase/zenritusengan shousen
 

gen.html

・剖検後サーベイを実施し線源の脱落がないことを確認

し記録に残すこと。（参考資料9）

・「前立腺ごと取り出したシード線源」を輸送する必要が

ある場合，「前立腺ごと取り出したシード線源」は速や

かに輸送用の専用容器へ収納することとし，梱包表面

の測定を行なった上で必要な測定記録を残す。（参考資

料10）また，専門の輸送業者が自施設保管廃棄施設ま

で輸送する。尚，適切な輸送業者の選定等については

日本アイソトープ協会または線源供給メーカーと相談

すること。

・また「異状死」に該当する場合には，医師法第21条に

準じて所轄警察署に届け出を行ない，監察医による死

体検案の後に前立腺の摘出を実施する。

・摘出前立腺の保管廃棄について

摘出した前立腺は一定期間各施設で保管廃棄する。保管

方法については参考資料11を参照する。日本アイソトープ

協会の引取りについては現在検討中である。

3. 常任理事会報告（7月～9月）

◎第3回（平成20年7月5日（土））

1.「医療の安全確保に向けた医療事故による死亡の原

因究明・再発防止等の在り方に関する試案第三次試

案」に対する病理学会のパブリックコメントをホー

ムページに掲載することとした。

2.学術集会の収益事業・学会本部の収益事業の法人税

を過去3年分について納付した。

3.平成20年度の病理専門医試験受験申請者は92名，

口腔病理専門医試験の受験申請者は7名である。

4.新公益認定法人への申請を目指して更に勉強してい

くことを確認した。

5.2010年秋期特別総会長および2011年春期総会会長

選出の手順について検討した。会報7月号に募集記

事を掲載するが，その際，秋期特別総会については

（開催地は，会長所属機関と異なる利便性の高い場所
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を選択することもできる）と注記することとした。

6.液状検体（LBC）の保険収載（案）について長村理事

長より説明があった。

7.学術評議員制度に関するアンケート調査をすること

とした（企画委員会）。

8.100周年記念事業について趣意書を全会員に郵送す

ることとした。

9.人材育成委員会によるアンケートを行なうこととし

た。

10.第3回（平成21年）サマーフェストについてプログ

ラム案の提示があったので，検討した。

11.本年度病理学カンファレンス（湘南）の準備進捗状況

の報告があった。

12.本年度病理技術講習会（秋期特別総会時）について準

備状況の報告があった。

13.第98回総会（京都）コンパニオンミーティング募集

記事を会報に掲載することとした。

14.Pathology Internationalのインパクトファクター

が2007年は1.371であった。

15.病理診断講習会委員候補者の提案を病理専門医制度

運営委員会に諮ることとした。

◎第4回（平成20年9月3日（水））

1.新公益法人化に向けての文科省主催の説明会に大薗

事務局長が出席し，その報告があった。例えば，一般

社団法人も税務上は2種あり，一般社団法人（非営利

型）について説明を受けた。

2.人材育成委員会によるアンケートについては9月3

日現在668通/4,070の回答がある。

3.2010年秋期特別総会長および2011年春期総会会長

選出については会報7月号に募集記事掲載中であ

る。

4.来年度病理学会カンファレンスについて世話人の加

藤光保教授（筑波大学）よりプログラム案の提示が

あった。

5.日臨技からの病理標本精度管理についての提案が

あったので，精度管理委員長の羽場礼次先生と協力

してもらうこととした。

6.社会保険委員会のアンケート案を検討し，若干の修

正を依頼することとした。

7.国際交流事業について国際交流委員会からの提案を

検討した。11月の委員会および理事会にてさらに検

討してもらうこととした。

8.海外派遣事業の報告書（中山崇先生）が届いたので，

会報に掲載することとした。

9.機構検討委員会（仮称）として，11月の企画委員会

に向井清理事の出席を依頼することとした。

10.100周年記念事業については全会員に趣意書を送り，

記念事業の提案も受け付けている。現在まで数件の

提案が届いている。

11.第2回（2008年）サマーフェストの報告書が真鍋委

員長より提示された。第3回（2009年）は8月29日

30日に東京大学にて開催される。今後は東京・京都

で交互に開催される予定である。第4回（2010年）の

テーマはリンパ腫を予定している。

12.Pathology Internationalのオンライン化にともな

う刊行費のディスカウント案がワイリー・ブラック

ウェル社より提示された。内容についてさらに詳し

い説明を求めることとした。

13.本年度試験についての報告が黒田病理専門医制度運

営委員長よりあった。

お詫び（訂正）

会報248号（平成20年9月刊）に掲載いたしました第

26回（2008年度）日本病理学会病理専門医試験報告に

誤りがありました。8頁表4試験I-25の写真数が23

枚となっておりますのは，2枚の誤りです。お詫びして

訂正いたします。
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